
令和５年８月２９日

１　予算案件 （３）

一般会計

811,090,130 813,388,149

特別会計

令和５年度岡山県港湾整備事業特別会計補正 　　繰越明許費補正

予算（第１号） 　　　玉島地区造成事業

企業会計

令和５年度岡山県営電気事業会計補正予算 　　債務負担行為補正

（第１号） 　　　大町水力発電所事業（変更）

２　事件案件 １　調停の合意及び権利の放棄に ◎岡山県中小企業高度化資金貸付金に係る特定調停案

（４） 　　ついて （１） 　件について、調停に合意し、当該合意により金銭債

　権を放棄するもの

　　申立人　玉野市宇野１丁目38番１号

　　　　　　　玉野街づくり株式会社

　　　　　　　　代表取締役　岡本　章弘　

　　　　　　　　外連帯保証人９名

２　令和４年度地方公営企業会計 ◎令和４年度岡山県営電気事業会計における剰余金の

　　における決算認定等について 　処分及び決算認定について

　　 （３）

◎令和４年度岡山県営工業用水道事業会計における剰

　余金の処分及び決算認定について

◎令和４年度岡山県流域下水道事業会計の決算認定に

　ついて

３　条例案件 別紙のとおり

（３）

４　そ の 他 地方自治法第180条第１項の規定に ◎道路管理瑕疵に係る事故の和解及び損害賠償額の決

よる専決処分事項について 　定について

12件 3,540,625円

◎岡山県時短要請協力金の返還請求に関する訴えの提

　起について

３件

◎県営住宅の明渡し並びに家賃及び損害賠償金の支払

　の請求等に関する訴えの提起について

１件

非強制徴収債権の放棄について 岡山県債権管理条例第14条の規定により報告するもの

◎母子父子寡婦福祉資金貸付金

◎地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金

件　　　　名 内　　　　容

（単位：千円）

計

令和５年度岡山県一般会計補正予算（第３号） 2,298,019

会　　計　　名 既定予算額 補正予算額

令和５年９月岡山県議会定例会提出予定案件
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地方独立行政法人の業務の実績に 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

関する評価結果について（２法人） 図るための関係法律の整備に関する法律附則第３条第

３項の規定によりなお従前の例によることとされた同

法第５条の規定による改正前の地方独立行政法人法第

78条の２第６項の規定により報告するもの

◎公立大学法人　岡山県立大学

地方独立行政法人法第28条第５項の規定により報告す

るもの

◎地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター

地方独立行政法人の中期目標期間 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

終了時に見込まれる業務の実績に 図るための関係法律の整備に関する法律附則第３条第

関する評価結果について（１法人） ３項の規定によりなお従前の例によることとされた同

法第５条の規定による改正前の地方独立行政法人法第

78条の２第６項の規定により報告するもの

◎公立大学法人　岡山県立大学

地方自治法第243条の３第２項の規 ◎岡山県土地開発公社

定により、同法第221条第３項に規 ◎公立大学法人　岡山県立大学

定する法人の経営状況を説明する◎地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター

書類の提出について （26法人） ◎井原鉄道株式会社

◎株式会社吉備高原都市サービス

◎岡山空港ターミナル株式会社

◎一般財団法人　岡山県国際交流協会

◎公益財団法人　児島湖流域水質保全基金

◎公益財団法人　岡山県郷土文化財団

◎公益財団法人　岡山県スポーツ協会

◎公益財団法人　岡山県健康づくり財団

◎公益財団法人　岡山県生活衛生営業指導センター

◎公益財団法人　岡山県動物愛護財団

◎一般財団法人　岡山セラミックス技術振興財団

◎株式会社オービス

◎公益財団法人　岡山県産業振興財団

◎公益財団法人　岡山県農林漁業担い手育成財団

◎公益財団法人　中国四国酪農大学校

◎株式会社岡山県食肉センター

◎公益財団法人　岡山県林業振興基金

◎公益財団法人　岡山県水産振興協会

◎一般財団法人　吉井川水源地域対策基金

◎水島港国際物流センター株式会社

◎公益財団法人　倉敷スポーツ公園

◎公益財団法人　岡山県下水道公社

◎公益財団法人　岡山県暴力追放運動推進センター

岡山県国民保護計画の変更につい ◎武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

て 　関する法律第34条第６項及び第８項の規定により報

　告するもの

件　　　　名 内　　　　容
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令和５年９月岡山県議会定例会提案予定条例

番号 題 名 提 案 課 概 要

１ 知事等の損害賠 人 事 課 地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行うものである。

償責任の一部免 都市計画課 【主な内容】

責に関する条例 企 業 局 次の条例において引用する地方自治法の条項の移動のあった部分につ

等の一部を改正 いて、規定の整備を行う。

する条例 １ 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

２ 岡山県流域下水道事業の設置等に関する条例

３ 岡山県公営企業条例

（施行期日 令和６年４月１日）

２ 旅館業法施行条 生活衛生課 旅館業法の一部改正により、事業譲渡による旅館業の許可を受けた地

例及び岡山県保 位の承継の承認に関する手続が定められることに伴い、当該承認の申請

健医療関係手数 に対する審査に係る手数料の額を定める等所要の改正を行うものであ

料徴収条例の一 る。

部を改正する条 【主な内容】

例 １ 旅館業法施行条例の一部改正

旅館業法施行条例において引用する旅館業法の条項の移動のあった

部分について、規定の整備を行う。

２ 岡山県保健医療関係手数料徴収条例の一部改正

旅館業法に基づく営業者が旅館業を譲渡する場合における旅館業の

許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査に係る手数料の額を

定める。

１件につき 7,500円

３ その他規定の整備を行う。

施行期日 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に

資する環境の整備を図るための旅館業法等

の一部を改正する法律の施行の日

３ 岡山県土木関係 建築指導課 租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、特定の民間再開発事業であ

手数料徴収条例 ることについての認定の申請に対する審査に係る手数料を廃止する等所

の一部を改正す 要の改正を行うものである。

る条例 【主な内容】

１ 租税特別措置法施行令に基づく特定の民間再開発事業であることに

ついての認定の申請に対する審査に係る手数料を廃止する。

２ その他規定の整備を行う。

（施行期日 条例の公布の日）
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